
内
閣
衆
質
一
五
九
第
九
四
号

平
成
十
六
年
五
月
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日
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総
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大
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小
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一
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衆
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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両
の
違
法
登
録
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

九

四

号



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両
の
違
法
登
録
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

自
動
車
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
の
軍
隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
の
構
成
員

若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
の
私
用
に
供
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両
で
あ
る
場
合
、
当
該
自
動
車
の
保

有
者
で
あ
る
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
も
、
適
用
地
域
に
関
す
る
経
過
措
置
に
係
る
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
保
管
場
所
法
」
と
い
う
。
）
附
則
の
規
定
に
よ
り
保
管
場
所
法
の
規

定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
保
管
場
所
法
が
適
用
さ
れ
、
保
管
場
所
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録

（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
処
分
、
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
処

分
（
使
用
の
本
拠
の
位
置
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
処
分
（
使
用
の
本
拠
の
位
置

の
変
更
を
伴
う
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
に
係
る
行
政
庁
に
対
し
て
、

保
管
場
所
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
書
面
（
以
下
「
自
動
車
保
管
場
所
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
行
政
庁
は
、
自
動
車
保
管
場
所
証
明
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、

登
録
を
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
十
年
五
月
以
降
も
、
自
動
車
保
管
場
所
証
明
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
長

一



崎
県
内
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
係
る
も
の
を
除
き
、
い
わ
ゆ
る
Ｙ
ナ
ン
バ
ー
車
両
の
登
録
が
自
動
車
保
管
場
所

証
明
書
の
提
出
な
し
に
さ
れ
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

運
輸
省
に
お
い
て
は
、
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
の
私
有
車
両
の
登
録

事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
平
成
十
年
六
月
九
日
付
け
自
管
発
第
三
十
一
号
自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
管
理
課
長
通
達
。

以
下
「
管
理
課
長
通
達
」
と
い
う
。
）
を
発
出
し
、
各
地
方
運
輸
局
整
備
部
長
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
に
対
し
て
、

文
書
に
よ
り
、
そ
の
管
轄
地
域
内
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
の
私
有
車
両
の
登
録
に
当
た

っ
て
は
車
庫
証
明
書
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
旨
の
通
知
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
取
扱
い
の
変
更
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
合
衆
国
軍
隊
に
お
い
て
関
係
者
へ
の
周
知
等
の
準
備
期
間
が
必
要
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
な
取
扱
い
の
変
更
日
に
つ
い
て
は
追
っ
て
通
知
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
管
理
課
長
通
達
の
内
容
を
円
滑
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
合
衆
国
政
府
の
理
解
を
得
て
合
衆
国
軍

隊
内
部
で
適
切
な
周
知
措
置
が
採
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
に
つ
い
て
で
述
べ
る
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
合
衆
国
政

府
と
の
協
議
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
関
連
法
令
の
適
切
な
適
用
が
早
急
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き

鋭
意
合
衆
国
政
府
と
の
協
議
を
行
っ
て
い
く
所
存
で
あ
り
、
か
か
る
協
議
を
踏
ま
え
つ
つ
、
具
体
的
な
取
扱
い
の
変
更
日
を

二



決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

運
輸
省
に
お
い
て
、
管
理
課
長
通
達
の
発
出
に
当
た
り
、
自
動
車
保
管
場
所
証
明
書
の
取
扱
い
や
合
衆
国
軍
隊
に
お
け
る

準
備
期
間
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
警
察
庁
交
通
局
及
び
外
務
省
北
米
局
と
協
議
を
行
い
、
合
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
は
、
平
成
十
年
六
月
以
降
、
管
理
課
長
通
達
の
内
容
を
円
滑
に
実
施
し
て
い
く
た
め
、
合
衆
国
政
府
と
の
間
で
、
累

次
に
わ
た
る
日
米
合
同
委
員
会
、
平
成
十
四
年
四
月
三
日
及
び
平
成
十
六
年
五
月
十
三
日
に
開
か
れ
た
日
米
合
同
委
員
会
合

意
の
見
直
し
に
関
す
る
特
別
分
科
委
員
会
、他
の
日
米
間
の
協
議
な
ど
を
含
む
様
々
な
機
会
に
お
い
て
協
議
を
行
っ
て
き
た
。

ま
た
、
日
米
合
同
委
員
会
合
意
の
見
直
し
に
関
す
る
特
別
分
科
委
員
会
の
日
本
側
議
長
及
び
合
衆
国
側
議
長
の
間
で
は
、
平

成
十
五
年
十
一
月
以
降
、
本
件
に
関
し
い
く
つ
か
の
書
簡
が
交
わ
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
協
議
で
は
、
日
米
両
政
府

は
、
本
件
を
早
急
に
解
決
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
の
共
通
の
認
識
に
立
っ
て
、
鋭
意
協
議
を
行
っ
て
き
て
い
る
が
、
お
尋
ね

の
点
の
う
ち
、
右
に
述
べ
た
点
以
外
の
点
に
か
か
る
合
衆
国
政
府
と
の
具
体
的
な
協
議
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公

に
す
る
と
合
衆
国
政
府
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三



七
に
つ
い
て

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
十
九
条
の
共
同
不
法
行
為
の
責
任
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
不

法
行
為
と
損
害
と
の
因
果
関
係
そ
の
他
の
要
因
か
ら
個
々
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四


